
 

亀岡市まなびの機会サポート事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、市内の不登校児童生徒の学びの機会を確保すると

ともに社会的自立を支援することを目的として、亀岡市補助金等

交付規則（昭和４１年亀岡市規則第５号）及びこの要綱の定める

ところにより、不登校児童生徒の保護者等に対してフリースクー

ルを利用するために要する費用の一部に対し、予算の範囲内にお

いて亀岡市まなびの機会サポート事業補助金（以下「補助金」と

いう。）を交付する。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

⑴ 児童生徒 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１８条

に規定する学齢児童及び学齢生徒のうち、亀岡市立小学校、中

学校又は義務教育学校に在籍し、かつ、本市に住民基本台帳上

の住所を有する者をいう。 

⑵ 不登校児童生徒 義務教育の段階における普通教育に相当す

る教育の機会の確保等に関する法律（平成２８年法律第１０５

号）第２条第３号に規定する不登校児童生徒をいう。 

⑶ 保護者等 学校教育法第１６条に規定する保護者又は当該児

童生徒と生計を一にし、若しくはその監護を行う者をいう。 

⑷ フリースクール 不登校児童生徒が学校外の施設において相

談、指導等を受けた日数について、不登校児童生徒が在籍する

小学校、中学校又は義務教育学校の学校長（以下「在籍学校長」

という。）が教育委員会と連携の上、指導要録上出席扱いとす

ることを認めた施設をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、フリースクールに通う児

童生徒の保護者等であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの

とする。 

⑴ 教育委員会及び在籍学校長が、児童生徒に対する適切な支援

を行うため、児童生徒が通うフリースクールと必要な情報を共



有することに承諾すること。 

⑵ 次条に規定する補助対象経費について他の制度による補助金

等を受けていないこと。 

⑶ 市税を滞納していないこと。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」と

いう。）は、児童生徒がフリースクールを利用するに当たり保護

者等が負担する授業料とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、フリースクールを利用する児童生徒１人当

たり月額１万円と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか

少ない方の額とする。 

（交付申請等） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」とい

う。）は、亀岡市まなびの機会サポート事業補助金交付申請書

（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなけ

ればならない。 

⑴ 亀岡市まなびの機会サポート事業補助金の交付申請について

（副申）（別記第２号様式） 

⑵ 補助対象経費の金額が確認できる書類 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請書は、年度ごとに補助金の交付を受けよ

うとする最初の月（以下「申請初月」という。）の末日までに提

出するものとする。ただし、やむを得ない事由があると市長が認

めるときは、この限りでない。 

（交付決定及び通知） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容

を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、亀岡市まなびの機会

サポート事業補助金交付（不交付）決定通知書（別記第３号様式）

により申請者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第８条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者

（以下「交付決定者」という。）は、亀岡市まなびの機会サポー

ト事業補助金施設利用状況報告書兼請求書（別記第４号様式）に



次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 申請者が支払った補助対象経費の金額が確認できる書類 

⑵ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による請求の期限は、次の各号に掲げる申請初月ご

とに当該各号に定める日とする。 

⑴ ４月から９月まで 申請初月が属する年度の１０月２０日 

⑵ １０月から３月まで 申請初月が属する年度の翌年度の４月

１０日 

（変更の届出） 

第９条 交付決定者は、亀岡市まなびの機会サポート事業補助金交

付申請書に記載した内容に変更があったときは、速やかに亀岡市

まなびの機会サポート事業補助金交付申請書記載事項変更届（別

記第５号様式）により市長に届け出なければならない。 

（交付決定の取消し等） 

第１０条 市長は、交付決定者が虚偽又は不正の手段により補助金

の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り

消し、又は既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部

又は一部を返還させることができる。 

（情報提供） 

第１１条 教育委員会及び在籍学校長は、この要綱に基づく交付事

務の円滑かつ適正な実施及び交付決定者の児童生徒に対する連携

した支援を行うために交付決定者の同意に基づき、必要な情報を

フリースクールと共有するものとする。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別

に定める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日等） 

１ この要綱は、告示の日から実施し、令和５年４月１日から適用

する。 

 （申請書の提出期限の特例） 

２ 第６条第２項の規定にかかわらず、申請初月が令和５年４月で



ある場合は、令和５年５月末日までに同条第１項の規定による申

請書を提出するものとする。 

 



別記第１号様式（第６条関係） 

                                  年  月  日 

 

 （宛先）亀岡市長 

 

                  申請者  住  所 

                 （保護者） 氏  名 

                       電話番号 

 

亀岡市まなびの機会サポート事業補助金交付申請書 

 

    年度亀岡市まなびの機会サポート事業補助金の交付を受けたいので、亀岡市まなび

の機会サポート事業補助金交付要綱第６条の規定に基づき、関係書類を添えて、下記のとお

り申請します。 

 

記 

 

１ 申請内容 

フ リ ガ ナ  在籍学校（学年） 

児童生徒氏名 

（生年月日） （     年   月   日） （第  学年） 

利 用 施 設 名 

（所 在 地） 

 

（                             ） 

利用予定期間      年   月   日から    年   月   日まで 

補助対象経費              円 （授業料       円／月） 

交 付 申 請 額                         円 

 

２ 承諾欄 

 亀岡市まなびの機会サポート事業補助金の交付の可否を審査するため、市が私の市

税の納付状況を確認すること及び児童生徒に対する適切な支援を行うため、亀岡市教

育委員会及び在籍学校長がフリースクールでの児童生徒の様子等、必要な情報を共有

することについて同意します。 

                    申請者氏名 

 

３ 添付書類 

□ 亀岡市まなびの機会サポート事業補助金の交付申請について（副申）（別記第２号様

式） 

□ 補助対象経費の金額が確認できる書類 

□ その他市長が必要と認める書類 



第２号様式（第６条関係） 

 

                                  年  月  日 

 

 

 （宛先）亀岡市長 

 

 

                       学校名 

                       学校長氏名          ㊞ 

 

 

亀岡市まなびの機会サポート事業補助金交付申請について（副申） 

 

 下記の本校に在籍している児童生徒が、本校で出席扱いとすることを認めるフリースクー

ルを利用していることを証明し、    年度亀岡市まなびの機会サポート事業補助金の交

付の申請について副申します。 

 

記 

 

対象児童生徒 

フ リ ガ ナ  

児童生徒氏名  

生 年 月 日               年   月   日 

在 籍 学 年          第    学年    組 

利 用 施 設 名  

 



第３号様式（第７条関係） 

                                  第     号 

                                  年  月  日 

 

 

              様 

 

 

                        亀岡市長          □印  

 

 

亀岡市まなびの機会サポート事業補助金交付（不交付）決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のありました亀岡市まなびの機会サポート事業補助金

の交付については、亀岡市まなびの機会サポート事業補助金交付要綱第７条の規定により、

下記のとおり決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定 

フ リ ガ ナ  

児童生徒氏名  

在籍学校学年             学校  第    学年 

利用する施設名  

交付対象期間       年  月  日から      年  月  日まで 

交 付 決 定 額                       円 

 

２ 不交付決定 

 理由 



第４号様式（第８条関係） 

                                  年  月  日 

 

 （宛先）亀岡市長 

 

                  申請者  住  所 

                 （保護者） 氏  名 

                       電話番号 

 

亀岡市まなびの機会サポート事業補助金施設利用状況報告書兼請求書 

 

     年度亀岡市まなびの機会サポート事業補助金の交付を受けたいので、亀岡市まな

びの機会サポート事業補助金交付要綱第８条の規定に基づき、下記のとおり施設の利用状況

を報告するとともに、補助金の交付を請求します。 

 

記 

１ 利用状況 

フ リ ガ ナ  在籍学校（学年） 

児童生徒氏名 

（生年月日） （     年   月   日） （第  学年） 

利 用 施 設 名  

利 用 期 間      年   月   日から    年   月   日まで 

区    分         ４月～９月分 ・ １０月～３月分 

補助対象経費              円 （授業料       円／月） 

 

２ 補助金請求額及び補助金振込先 

補助金請求額  

金 融 機 関 名 
銀行 
農協 
金庫 

本店 

支店 

預金種別 

普通・当座 

口 座 番 号  
フリガナ  

口座名義  

（申請者と口座名義が異なる場合は記入してください。） 

委 任 状 

 私は、         を代理人と定め、上記の受領に関する権限を委任します。 

                                年  月  日 

 （宛先）亀岡市会計管理者 

                  申請者（保護者）氏名 

 

３ 添付書類 

 □ 申請者が支払った補助対象経費の金額が確認できる書類 

 □ 振込口座の通帳の写し（金融機関、店番、預金種別、口座番号及び口座名義人が確認

できるもの） 

 □ その他市長が必要と認める書類 



第５号様式（第９条関係） 

 

                                  年  月  日 

 

 （宛先）亀岡市長 

 

                  申請者  住  所 

                 （保護者） 氏  名 

                       電話番号 

 

 

亀岡市まなびの機会サポート事業補助金交付申請書記載事項変更届 

 

     年度亀岡市まなびの機会サポート事業補助金交付申請書の記載事項について、下

記のとおり変更があったので届け出ます。 

 

記 

 

変更内容 

フ リ ガ ナ  

児童生徒氏名 

（生年月日） 
（     年   月   日） 

在籍学校学年             学校  第    学年 

変 更 年 月 日               年   月   日 

変 更 事 項 

変更前  

変更後  

理 由  

 


